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生活の“個人化”とモバイルソリューション
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野村総合研究所（NRI）は、1997年から 3

年ごとに「生活者 1万人アンケート調査」を

実施している。直近の調査は昨年の2009年で、

この12年の間に生活者の情報化が急速に進ん

だことが確かめられた。

まず、家庭におけるPCの保有率は1997年

は26％だったが、2009年には77％にまで増え

ている。同様に携帯電話を持っている人の割

合も22％から90％に大きく増加した。これに

はPHS（簡易型の携帯電話）やスマートフォ

ン（データ処理機能を持つ多機能携帯電話）

も含まれる。インターネットの利用も増えて

おり、PCや携帯電話で月に 1回以上インタ

ーネットを利用している人の割合は1997年の

3％から60％に増加している。

PCは家族で共有することもあり得るが、

携帯電話は基本的に個人で保有していること

を考えると、家庭の情報化だけでなく個人の

情報化が急速に進展しているといえる。スマ

ートフォンやiPadのようなモバイル端末がも

っと使われるようになっていくと、個人の情

報化はさらに加速していくだろう。

インターネットショッピングの利用も急増

している。過去 1年間にインターネットショ

ッピングを利用したことがある人の割合は

2000年の「 1万人アンケート調査」では 5％

だったが、2009年の調査では31％に増えてい

る（http://www.nri.co.jp/news/2009/091228/

091228.pdf）。10歳代から40歳代における利

用率が高く、特に20歳代と30歳代での利用率

は 5割近くに達している。これらの人はその

まま利用し続けるだろうから、今後は利用年

代の幅が広がっていくことになる。インター

ネットショッピングの拡大は、単に購買チャ

ネルが増えたことを意味するだけではない。

Web上の口コミなどの重要性が増すなど、

企業はマーケティングの見直しも必要となっ

ている。

企業では社員の働き方にも変化が起きてい

る。外出先や出張先でノートPCをインター

ネットにつなぎ、必要な情報にアクセスして

仕事を片づけるなどというのは当たり前で、

いまでは在宅のまま勤務できる制度を導入す

る企業が増えている。それも当初のように育

児中の女性社員など一部に限るのではなく、

多くの社員を対象とした本格的な在宅勤務制

度の導入である。それが可能になったのも、

PCやモバイル端末の普及、ネットワーク化

の進展のおかげである。

厚生労働省も、適切な就業環境での在宅勤

務を実現するため、2004年 3月に「情報通信

機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実

施のためのガイドライン」を策定し（2008年

7月改訂）、在宅勤務についての労務管理の

あり方を示している。国土交通省の2009年の

調査によると、在宅勤務を含めて 1週間に 8

時間以上、勤務先以外での作業（テレワーク）

を行っている人は、調査した就労者の15.3％
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であったという（http://www.mlit.go.jp/crd/

daisei/telework/21telework_jittaichosa.pdf）。

テレワークは、モバイル端末の高性能・高

機能化や、データ通信の高速化などによって

ますます増えていくことは確実である。

テレワークのような働き方が可能になった

のは、もちろんそれを可能にする技術の進歩

によるが、その背景に生活者のライフスタイ

ルの大きな変化があることも忘れてはいけな

い。すなわち、日本人の生活スタイルが、家

庭をベースにしたものから個人を中心にした

ものへと確実に変わってきているのである。

総務省発表の資料などによると、2000年に

約4,678万だった日本の世帯数は、2010年 3

月には約5,336万にまで増加している。10年

間で約658万世帯もの増加である。全世帯に

占める単独世帯の割合も増えている。2005年

の単独世帯は全世帯の約30％、約1,446万世

帯で、これは2000年に比べて150万世帯以上

の増加である。現在ではさらに数が増えてい

ることは間違いないだろう。（http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001007

609&cycode=0）

こうなると、1つのサービスを一人で利用

するケースが増えてくる。家族がいる世帯で

も、テレビが一人 1台というように家庭内で

の“個人化”が進み、家庭が情報伝達の単位

ではなくなってくる。モバイル端末に対する

ニーズが大きいのはこうした理由もありそう

である。

このような時代の変化を考えたとき、企業

がいかにして現在の生活者の視点に立ったモ

バイルソリューションを提供するかが非常に

重要になってくる。

モバイルソリューションには「生活者にサ

ービスを提供する」役割と、「営業活動や物

流などのさまざまな業務を高度化・効率化す

る」役割の 2つがある。生活者の行動スタイ

ルの変化がますます激しくなろうとしている

ことを考えると、特に生活者へのサービスの

提供という側面に注目する必要がある。

すでに述べたように、この10年間で生活者

が情報機器を利用するあり方は大きな変化を

遂げ、使用価値の高いモバイルソリューショ

ンへの期待は非常に大きくなっている。この

タイミングで生活者のニーズを先取りして優

れたソリューションを提供できた企業は、こ

の変化の時代にも確固としたブランド力を確

立できるだろう。

モバイルソリューションの提供には、個人

情報保護や高度なセキュリティを含め高い信

頼性を確保することが求められる。サービス

の基盤としてクラウドコンピューティングを

利用する場合は、これを適切に導入する技術

も必要である。NRIは企業あるいは生活者へ

のモバイルソリューションの提供を通じて、

変化する社会の期待に応えていきたいと考え

ている。 ■
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企業への導入が始まったスマートフォン

2009年10月に野村総合研究所（NRI）と日

経BPコンサルティングが国内の企業の情報

システム部を対象に実施したアンケート調査

では、業務でスマートフォンを利用している

企業は全体の 1割に満たなかった。しかし最

近ではAIGエジソン生命保険やファーストリ

テイリングなど、iPhoneを業務で利用する企

業が出てきている。

スマートフォン市場ではiPhoneが先行して

いるが、最近は米国Google社のモバイル端末

用OS（基本ソフト）「Android」を搭載した

スマートフォンも複数のメーカーから登場し

ている。米国Microsoft社や、海外で多く使

われているBlackBerry端末を提供してきた

カナダのResearch In Motion社も、一般消費

者の利用を前提にした新しいスマートフォン

OSを開発している。インターネット接続機

能を持ち、即時起動が可能なスマートフォン

OSは、Apple社の iPadのようなスレート（石

板）型モバイル端末、電子書籍や情報家電な

ど、スマートフォン以外の情報機器にも利用

できる。

通信キャリアのスマートフォンへの対応も

進んできた。NTTドコモはすでにスマート

フォンによる iモードメールのサポートを開

始している。

携帯情報端末の利用シーン

スマートフォンのような多機能なモバイル

端末が続々と登場しているいま、企業はこれ

を業務にどう利用すべきだろうか。

スマートフォンを利用すれば、メールやカ

レンダーなどの情報やインターネットの情報

を、移動中や外出中でも携帯電話より大きな

画面で確認できる。スマートフォンの機動性

はノートPCやネットブック（ノートPCをさ

らに小型・簡便化したPC）よりも高く、業

務利用には大きな利点がある。またiPadのよ

うなスレート型モバイル端末は、Webブラ

ウザーでは実現できないユーザーインターフ

ェースを実現できるため、営業担当者が顧客

と一緒に画面を見ながら商談を行うような場

合にも威力を発揮する。今後、金融、保険、

医薬品販売などの分野でスレート型端末を活

用するシーンは増えるであろう。（図 1参照）

導入・運用のポイント

モバイル端末導入の検討段階で、業務効率

消費者向けモバイル端末の業務利用

Apple社のiPhoneのようなスマートフォン（データ処理機能を持つ多機能携帯電話）の市場

が拡大するにともなって、これを業務に利用する企業も現れている。本稿では、スマートフォ

ンをはじめとするモバイル端末をめぐる動向と、企業でモバイル端末を活用する際のポイント

について考察する。

特　集　［モバイルソリューションを革新するスマートフォン］
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化や生産性の向上、売上の向上にどれだけ貢

献できるかを予測するのは難しい。そのため、

実機を用いたテストを行い、作業時間の削減

率、接客頻度の変化、顧客の評価など、期待

効果を事前に目標設定することが望ましい。

本格導入後には、端末の利用履歴などを用い

て効果を検証する必要がある。

運用で重要になるのは、①セキュリティの

設定、②アプリケーションの自動配布、③デ

ータのバックアップなど、モバイル端末の導

入から廃棄に至るライフサイクルを管理する

MDM（モバイルデバイス管理）ツールの導

入である。iPhoneや iPadに採用されている

iOSは数度のバージョンアップを通じてセキ

ュリティを強化しているが、MDMツールに

関しては対応が遅れている。2010年 5月に発

表された「iOS 4」以後はサードパーティー

によるMDMツールの開発が可能になったも

のの、製品の登場はこれからである。MDM

ツールが未整備なのは、今後市場シェアの拡

大が予想される「Android」端末についても

同様である。しかしこの状況も改善される見

込みである。米国のSybase社やMobileIron

社などは「iOS 4」をはじめ複数のスマート

フォンOSに対応したMDMツールの提供を表

明しており、一部の製品は日本でも利用でき

る予定である。

今後、消費者向けのモバイル端末は、新し

い製品が短いサイクルで次々に登場する。そ

の中から業務に適したものを選択して活用す

るには、MDMツールの整備や運用が大きな

鍵となるであろう。 ■
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図１　営業・販売業務におけるモバイル端末の利用シーン 
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iPhone向けアプリで年額課金を実現

iPhoneや携帯音楽プレーヤーのiPod、スレ

ート（石板）型モバイル端末のiPadなどで利

用するコンテンツは、Apple社が運営するApp

Storeでダウンロード販売されている。ユビ

ークリンクがApp Storeで販売するiPhone向

けナビゲーションアプリ「全力案内！ナビ」

（図 1参照）は、Apple社「iTunesリワイン

ド2009」のトップセールスアプリになるなど

人気アプリとなっている。

「全力案内！ナビ」は年額900円で利用で

きるサービスとして2009年 7月に販売を開始

した。2010年 6月には、基本サービスに加え

て年額課金のオプションも導入した。これは

サービス有効期限の延長や、好みに応じた機

能追加をできるようにしたものである。

もともとApp Storeには年額課金の仕組み

がなかったため、「全力案内！ナビ」を年額

課金方式にするには 6カ月に及ぶApple社と

のやり取りが必要であった。

元来、App Storeの課金方式は、①一度の

課金で永久に利用できる「非消費型課金」、

②課金した時だけ利用できる「都度課金」、

③一般に月単位で課金する「購読型課金」―

の 3種類である。App Store以外の携帯コン

テンツ市場では月単位で課金する月額課金が

普通の形態だが、この月額課金とApp Store

の「購読型課金」には大きな違いがある。

国内の携帯キャリアが提供する月額課金シ

ステムでは、コンテンツの利用料を毎月の通

話料金と一緒にキャリアが代行徴収する。こ

の方式は、毎月サービスの継続手続きをする

必要がないという便利さが受けて、国内では

普通の方式になっている。ユビークリンクも

携帯電話キャリア 3社向けの「全力案内！」

を月額課金方式で提供している。

一方、App Storeには毎月のコンテンツ利

用料を通信・通話料金と一緒にキャリアが代

行徴収する仕組みがなく、「購読型課金」で

は毎月、サービスの利用を継続するための手

スマートフォンが変える携帯コンテンツ
ビジネス

米国Apple社のiPhoneをはじめとするスマートフォン（データ処理機能を持つ多機能携帯電

話）の人気が高い。特にiPhoneの人気を支えているのは、豊富なアプリケーション（iPhone

アプリ）である。本稿では、実際にiPhoneアプリを企画・開発している立場から、スマート

フォンによって携帯コンテンツとそのビジネスモデルがどう変わっていくか考察する。

特　集　［モバイルソリューションを革新するスマートフォン］
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続き（通常はクレジットカード決済）が必要

である。そのため、「全力案内！ナビ」を販

売するに当たっては、月単位の「購読型課金」

を採用するか、そうでなければ別の方式を

App Storeに認めてもらう必要があった。

「全力案内！ナビ」のようなナビゲーショ

ンサービスは、地図や施設、交通情報などの

コンテンツを更新し続ける必要があり、App

Storeに多いゲームや辞書コンテンツのよう

にいったん購入すれば永久に使える形での提

供は難しい。一方、月単位の「購読型課金」

は、キャリアの代行徴収に慣れた日本のユー

ザーにとって煩わしいので採用したくない。

以上のような理由により、ユビークリンク

では通常のApp Storeの課金システムとは異

なる、独自の年額課金の仕組みを作ることに

した。

携帯コンテンツ市場に必要な変革

ここまで「全力案内！ナビ」について述べ

てきたが、スマートフォンの利用拡大は国内

の携帯コンテンツ市場を変えるきっかけにな

ると思われる。

これまでの国内の携帯コンテンツ市場は、

新規事業者にとって参入障壁が大きいといわ

れてきた。キャリアの代行徴収という形でコ

ンテンツを販売するためには公式サイトに認

定されなくてはならず、そのためにはキャリ

アの厳しい審査を通過しなくてはならない。

ユーザーが安心して購入できるサイトである

ことのほか、類似コンテンツのはんらんを避

けるためにコンテンツに独自性があるかも審

査される。

公式サイトに認定されるのが狭き門である

ことに加えて、ユーザーがコンテンツを購入

するために利用するカテゴリー別の公式サイ

トのリストが月次販売実績順になっているこ

とも新規事業者が入り込む余地を狭めている

（すでにシェアを確保している先行事業者に

有利である）。

また、アフィリエイト広告（Webサイト

の閲覧者がリンク先の企業サイトで商品を購

入したりするとリンク元に報酬が支払われる

仕組み）がランキングを押し上げるため、継

続的に巨額の資金をアフィリエイト広告に投

じることのできる資金力のある事業者が上位

に入りやすい。

休眠顧客が多いことも問題の 1つである。

初めに申し込めば以後の手続きが必要ない便

利さは、その反面で、ほとんど利用しないに

もかかわらず利用料を払い続ける休眠顧客を

生み出しやすい。休眠顧客はサーバーなどの

システムリソースを使わず、ランキングも押

し上げてくれるのでコンテンツ事業者にとっ

てはありがたい存在だが、ユーザーの視点に

立てば望ましい状態ではない。

これに対してApp Storeでは、Apple社の

ビジネスを妨げることはないか、一定の品質

が満たされているかなどの審査はあるが、日

本の通信キャリアの審査のような狭き門では
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ないといわれる。そのため個人の開発者であ

ってもアプリケーションを登録できる。しか

しそのままではアプリケーションがはんらん

し、ユーザーが優れたアプリケーションを選

びにくくなるため、購入した人が 5段階の評

価とレビューコメントを書き込める仕組みを

用意している。ユーザーは、それらの評価や

レビュー、数時間ごとに更新されるといわれ

る販売ランキングなどを参考にアプリケーシ

ョンを選べるようになっている。また、すで

に述べたように、App Storeでは継続的にサ

ービスを利用する場合（購読型課金）でも、

毎月の再購入手続きが必要になるため、休眠

顧客は生じにくい。

このように、これまでの国内の携帯コンテ

ンツ市場が先行事業者や広告を出す資金力が

豊富な大手事業者に有利なのに比べ、App

Storeはコンテンツそのもののユーザー価値

が問われる公平な市場なのである。携帯コン

テンツ市場で圧倒的なシェアを握る事業者

も、その優位な立場が失われるためにApp

Storeではシェアを取れないといったことも

起こっている。

新しい市場では従来のビジネスモデルやサ

ービスが通用しないことがある。従来のやり

方を踏襲したアプリケーション製品の作り方

や販売手法、購入者へのサービスのため売上

が振るわないコンテンツ事業者も少なくない。

今後、スマートフォンの利用がますます拡

大し、スマートフォン向けのコンテンツが多

く提供されるようになると、このようなコン

テンツ市場の問題はもっと顕在化してくるだ

ろう。

コンテンツ事業者に求められるもの

日本の携帯電話のコンテンツ市場は通信キ

ャリア主導で作られてきた。特に通信キャリ

アが提供する月額代行徴収のシステムはよく

整備され、コンテンツ事業者にも便利な仕組

みとなっている。

しかしスマートフォンは確実に国内の携帯

端末市場を変えつつあり、コンテンツ市場に

も影響を与えている。携帯ナビゲーションの

場合には、事業者に求められるのは主に以下

の 3点になる。

1つ目は、スマートフォンのユーザーイン

ターフェースに適切に対応することである。

例えば、携帯ナビゲーションサービスでは多

種類の携帯電話に対応した共通のユーザイン

ターフェース基盤をそのままスマートフォン

に適用しているケースがある。しかしその場

合、スマートフォンらしさを生かせていると

は言い難い。タッチパネル操作を意識したイ

ンターフェースなどの適応が肝要である。

2つ目は、利用者の増加に柔軟に対応でき、

信頼性の高いデータ保持が可能なシステム基

盤を整備することである。

3つ目は、必要な場合は新しい課金システ

ムを設計・構築し、適切に運用することであ

る。新しい課金システムには、ユーザーの購

特　集特　集
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買データの管理など、データセンターでの処

理が不可欠になることがあるが、実際にはシ

ステムの構築や運用を苦手とするコンテンツ

事業者が外部のベンダーに委託することが多

い。外部委託の場合でも、ビジネスモデルに

直結する課金システムの情報はきちんとベン

ダーと共有することが大切である。

モバイルコンテンツ市場の未来

米国Google社の携帯端末用OS（基本ソフ

ト）「Android」を搭載したスマートフォン

も今後普及すると予想されるが、日本の通信

キャリアは従来同様にサービス利用料を通話

料と一緒に代行徴収することを検討してい

る。しかし、iPhoneや「Android」搭載端末

のような世界中で利用されるスマートフォン

のコンテンツに対して、各キャリアが独自の

課金方式を適用することは、国内の商慣習に

合う半面、国内コンテンツ市場を海外市場か

ら孤立させる懸念もある。スマートフォンの

拡大はコンテンツ市場をグローバル化するも

のであり、世界に市場を広げるチャンスとと

らえるべきである。

スマートフォンは画面が大きくタッチパネ

ルが使えるため情報端末として優れている。

さらには、スマートフォンより画面が大きい

iPadが世界的なブームを巻き起こしており、

韓国のSamsung Electronics社も「Android」

を搭載した 7インチディスプレーのスレート

型モバイル端末の開発を表明している。今後、

さまざまなタイプのモバイル端末が続々と登

場してくるであろう。（図 2参照）

これらのモバイル端末がビジネスでも利用

されることは確実で、いま業務で利用してい

るノートPCに置き換わる可能性もある。同

時にコンテンツの選び方も変化していくであ

ろう。これまで日本のユーザーは、事実上通

信キャリアが推奨するコンテンツを購入して

いた。今後は、企業の広告などよりもWebサ

イト上のレビューやツイッターなどの口コミ

情報に基づいてコンテンツを選ぶ傾向が強ま

っていくはずである。

スマートフォンの拡大により、携帯コンテ

ンツ市場はグローバルで公平な市場になって

いく。そこで決め手となるのはユーザーの評

価である。これまでは、通信キャリアが行う

審査やランキングによってコンテンツビジネ

スの成否が左右される面が大きかった。これ

からは、オープンなプラットフォームに基づ

いたコンテンツをユーザーが評価し選択する

時代になっていくであろう。 ■
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図２　左からiPad、SmartQ V7（中国で販売されてい 
　　  る「Android」搭載端末）、iPhone
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非接触ICカードの次世代標準規格

Suica、Edy、nanaco、WAONなど、非接

触ICカードを使った電子マネーが交通機関、

コンビニ、ECサイトなどさまざまなシーン

で使われるようになっている。これらの電子

マネーはソニーが開発したFeliCaという無線

通信規格を用いている。FeliCaはデータの読

み書き速度が速いため、日本では交通改札向

けに早くから普及が進んだ。このため、日本

の多くの電子マネーでもFeliCaが用いられて

いる。

一方、海外では国際標準規格ISO 14443に

準拠した非接触ICカードが一般的である。

ISO 14443にはType AとType Bの 2種類の

規格があり、日本でもType Aがtaspo（たば

こ自販機用の成人識別カード）

や社員証などで、Type Bが住民

基本台帳カードやIC自動車運転

免許証などで用いられている。

このように異なった通信規格

の非接触ICカードが使われてい

る状況のなかで、次世代の標準

通信規格としてNFCが注目され

ている。NFCは、ソニーとNXP

Semiconductors社によって開発された、IC

タグなども含む汎用的な無線通信規格であ

り、ISO 18092として標準化されている。

NFC携帯電話による電子マネーの実証実験

野村総合研究所（NRI）はアイワイ・カー

ド・サービスが発行するnanacoのセンター

システムの運用を行っているが、現在アイワ

イ・カード・サービスはnanacoの次世代の

電子マネーの検討を行っている。NRIと凸版

印刷、テックファームの 3社は、アイワイ・

カード・サービスに協力する形でKDDIの実

証実験に参画している。

この中で、現在のnanacoが採用している

FeliCa仕様ではなくNFC規格のICチップを

搭載した携帯電話を電子マネーとして利用

NFC携帯電話を用いた次世代電子マネー

日本の電子マネーに使われる非接触ICカードの通信規格はFeliCaが主流だが、海外ではISO

14443のType AまたはType Bが一般的である。近年、この 3つの規格を包含したNFC（Near

Field Communication）と呼ばれる規格に準拠した製品が登場し、今後はNFC対応製品が世界で

普及する可能性が高い。本稿では、NFCのメリットと活用シーンについて考察する。

特　集　［モバイルソリューションを革新するスマートフォン］

図１　NFCの概要 
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し、これをリーダーライターの役

目をする別のNFC携帯電話にか

ざすことによって決済処理する実

験を行っている。

電子マネーとして用いるカード

エミュレーションモードの携帯電

話は残高などの情報を管理し、リ

ーダーライターエミュレーション

モードの携帯電話はセンターとの

通信や残高表示などを受け持つ。

nanacoセンターではカードの有

効性チェックなどを行い、受付サ

ーバーがリーダーライターの携

帯電話に処理コマンドを発行する。これによ

り、NFC携帯電話でnanacoの決済が可能と

なる。（図 2参照）

無効カードのチェックなどの処理はセンタ

ー側で行うので従来のように無効カードリス

トをダウンロードするなどの作業が不要にな

るため、店舗側での負担はかなり軽くなる。

FeliCaが物理仕様に加えてデータ管理やセ

キュリティ制御などミドルウェア部分も含ん

だ規格であるのに対し、NFCはISO 14443と

FeliCaの通信プロトコル部分を共通化したに

過ぎない。このため、現在FeliCaベースで構

築しているシステムと同等のシステムを

NFCベースで構築するには、セキュリティ

制御やデータ管理などの機能を独自に設計す

る必要がある。今回の実証実験ではこれらの

機能をすべてオリジナルで開発した。

海外を視野に入れたサービス拡大の可能性

海外ではMifareなどの電子マネーや交通改

札などの用途でISO 14443 Type Aを採用し

ている事例がすでにあり、ISO 14443準拠の

各種デバイスが普及している。海外の電子マ

ネー市場では今後もISO 14443仕様が普及す

るものと予想される。

NFC仕様でサービスを設計する最大のメ

リットは、同一コンセプトで設計したシステ

ムを用いて、国内向けにはFeliCaを、海外向

けにはISO 14443を採用するといった使い分

けが容易になる点にある。海外のISO 14443

を用いたサービスの利用者が日本を旅行や出

張で訪れた際にポイントを貯められるように

することも、アプリケーションの作り込み次

第では可能になる。 ■
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専門は電子マネーシステムの設計・
開発

図２　NFC携帯電話を用いた処理方式 
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求められるユーザー認証の強化

Webサイトのユーザー認証は、ID・パスワ

ードを入力する方式が広く普及している。し

かしID・パスワードは第三者によって情報を

盗まれる危険が大きく、“なりすまし”による

被害が後を絶たない。

総務省発表の「不正アクセス行為の発生状

況」によると、2009年における不正アクセス

禁止法違反の検挙件数は2,532件に上り、5年

前の10倍近い数になっている。不正アクセス

の手口としては、フィッシングサイトに誘導

してID・パスワードを入力させ、その情報を

不正に利用するものが 8 割を占めている。

（http://www.soumu.go.jp/main_content/00005

6408.pdf）

フィッシングに対してはユーザー自身が

ID・パスワードの管理を徹底する必要がある

が、それでも防ぎきることはできないと考え

るべきである。従ってサービスを提供する事

業者には、不正利用ができないようにユーザ

ー認証を強化する責任がある。

安全性の高い認証方式とは

ユーザー認証の手段は、知識認証、所有物

認証、生体認証の 3つに大きく分類される

（図 1参照）。

知識認証は、ユーザーの知識情報（知って

いること）を認証情報とする方式である。

ID・パスワードによる認証や、ユーザーが記

憶した図表の位置情報を認証に利用するマト

リックス認証などがある。

所有物認証は、ユーザーが所有する認証用

の器物（持っている物）を利用する認証方式

である。代表的なものとして、カードなどに

印字された数値配列（乱数表）に基づいてパ

スワードを生成する乱数表認証方式や、トー

クンと呼ばれる専用のパスワード生成機器を

使用して 1回限りの使い捨てパスワードを生

成するワンタイムパスワード方式がある。こ

のほかに、Web上の身分証明書といえる「ク

ライアント証明書」による認証方式もある。

これは暗号技術を用いたセキュリティの高い

方式だが、利用者に相応の知識が必要である

ため、主に法人向けのサービスなどに用途が

限られている。

生体認証は、指紋などを用いた認証方式で

ある。ATM（現金自動預け払い機）などでは

用いられているが、高額な読み取り装置が必

要なためWebサイトにおけるサービスの認証

Webサイトの認証強化を携帯電話で実現
―SaaS型高度認証サービス「MySecuSURF」―

Webサイトの認証を強化する方法の1つにワンタイムパスワードがある。“使い捨て”のパス

ワードを用いるため、セキュリティ対策として効果が期待できる半面、導入に当たっては課題

もある。本稿では、ワンタイムパスワードの課題と解決策を述べるとともに、野村総合研究所

（以下、NRI）の高度認証サービス「MySecuSURF（マイセキュサーフ）」を紹介する。

特　集　［モバイルソリューションを革新するスマートフォン］
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手段としては現実的で

はない。

これらの認証方式の

うち、Webサイトのサ

ービス提供者はどの方

式を適用すればよいだ

ろうか。

知識認証だけではフ

ィッシングによる被害

は防げない。特にID・

パスワードによる認証

は、フィッシングサイ

トでいったん情報が盗

まれてしまえば、いく

らでも正規ユーザーと

してWebサイトにログインされてしまう。マ

トリックス認証も、何回か情報が漏えいする

とパターンを推測されてしまう可能性は否定

できない。従ってWebサイトの認証として有

効なのは、知識認証と所有物認証を組み合わ

せた 2要素認証である。

2要素認証の場合には、たとえフィッシン

グサイトでID・パスワードが盗まれたとして

も、所有物に基づいて生成されるもう 1つの

パスワードが盗まれない限り不正にログイン

されることはない。所有物認証でも、乱数表

認証はマトリックス認証と同様に複数回の漏

えいによって配列パターンを推測される可能

性があるため、一般消費者を対象に提供され

るサービスであれば、知識認証と組み合わせ

る認証方式はワンタイムパスワードが最も適

している。

ワンタイムパスワード方式の難点

ワンタイムパスワード方式は有効な方策で

あることは間違いないが、実際に導入する際

にはいくつか課題がある。

サービス提供側はワンタイムパスワード認

証用サーバーを新たに設置する費用や、トー

クンの購入費用、それをユーザーに配布する

費用など初期投資が必要である。運用におい

ても、トークンの電池切れや故障が起きれば、

それに対応するための費用が必要になってく

る。これらのコストが、サービス提供側がワ

ンタイムパスワードの導入に踏み切れない大
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きな要因となっている。

ユーザーにとっては、ワンタイムパスワー

ドを利用するWebサイトからそれぞれ専用の

トークンを渡されると、利用するサイトが増

えるごとに持ち歩くトークンも増えることに

なり、安全性のためとはいえ管理が面倒にな

る上に利便性も低くなる。

このような理由から、サービス提供側もユ

ーザー側もワンタイムパスワードを敬遠しが

ちになっているのが現状である。そのため、

現状ではワンタイムパスワードの導入は主に

金融機関のインターネットバンキングなどに

限られている。

NRIの高度認証サービス「MySecuSURF」

上記のようなワンタイムパスワードの課題

に対して、携帯電話をトークンとして利用す

るソリューションが提供されるようになって

いる。携帯電話の利用は、専用のトークンが

不要なためユーザーには便利だが、サービス

提供企業にとって認証基盤を導入する負担は

大きい。

そこでNRIは、携帯電話をトークンとして

利用するための認証基盤をSaaS（ソフトウェ

ア機能をインターネットを通じて利用する仕

組み）型のサービスとして利用できる高度認

証サービス「MySecuSURF」を提供している

（図 2参照。http://secusurf.nri.co.jp/mysecu/

mysecusurf.html）。

SaaSとして認証機能を利用できるため、サ

ービス提供側は新たにワンタイムパスワード

認証用のサーバーやアプリケーションを導入

特　集特　集

図２　ワンタイムパスワード認証の仕組み 
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する必要はない。また、ユーザーが普段持ち

歩いている携帯電話をトークンに利用するの

で、専用トークンの購入や配布、運用にかか

るコストも削減できる。

ユーザーは携帯電話のほかにスマートフォ

ン（データ処理機能を持つ多機能携帯電話）

もトークンとして利用できる。また、携帯電

話やスマートフォンを持たないユーザーや、

それらを持ち込めない環境で利用する場合を

考慮して、従来の専用機器型トークンもサポ

ートしており、ユーザーは環境や条件に合わ

せてトークンを選べるようになっている。

携帯Webサイトの認証も強化

PCからWebサイトにログインする際のワン

タイムパスワード認証に携帯電話をトークン

として利用することが、ユーザーにとっても

サービス提供側にとってもメリットとなるこ

とは上に述べたとおりである。しかし、留意

しなくてはならない点が 1つある。携帯Web

サイトのサービスを利用する場合に、トーク

ンとして使っている携帯電話からどうアクセ

スするかという点である。

あらかじめ携帯電話でワンタイムパスワー

ドを取得してメモしてからサービスにアクセ

スするのでは、利便性が極端に損なわれてし

まう。そこで「MySecuSURF」では、携帯電

話の個体情報を利用して認証を行う。携帯電

話は、通信を行う際に端末を識別するための

個体情報を通信キャリアに送信している。

「MySecuSURF」はその個体情報を利用する

ことによって、ワンタイムパスワードの発行

操作を割愛しつつも、同等レベルの所有物認

証を実現している。これにより、ユーザーの

利便性を損なわずにセキュリティを高めるこ

とができる。iPhoneのようなスマートフォン

の場合は個体情報をキャリアに送信できない

ため、認証のためのアプリケーションをスマ

ートフォンにインストールすることで同等の

認証を実現する。

これらの技術により、PCチャネルのみなら

ずモバイルチャネルにおける認証を利便性を

損なうことなく強化している。

さらなる利便性の拡大に向けて

「MySecuSURF」のもう 1つの特徴は、マ

ルチサイトシェア型モデルという点である。

すなわち、「MySecuSURF」に対応するWeb

サイトであれば、どのサイトに対してもユー

ザーは自分が持っている 1つのモバイル端末

を使って簡便かつ安全にログインできるよう

になる。

将来的に、複数の認証サービス間の互換性

を実現できれば、ユーザーにとってもサービ

ス提供側にとっても利便性はさらに高まるだ

ろう。そのためには、認証サービス事業者が

標準化された仕様で機能を提供していく必要

がある。それによって、対応するWebサイト

も、使えるトークンの種類も増えることが期

待される。 ■
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広がるプローブデータの活用

プローブデータとはGPSを搭載した自動車

から得られる移動軌跡情報（緯度経度・車両

ID・時刻）のことである。プローブデータを

集めて生成される交通情報は、財団法人道路

交通情報通信システムセンターによるVICS

（Vehicle Information and Communication

System）の交通情報を補完するものと位置付

けられる。

VICSは、道路脇などにセンサーを設置し、

通過した車両の速度などを検知してデータを

得る。すべての道路にセンサーを設置するこ

とは現実には不可能であることから、交通情

報を得られる範囲にはおのずと限りがある。

また、通常は同一の車両がある地点から別の

地点まで移動するのにかかった時間を計測し

ているわけではないため、断片的な交通情報

となっている。

これに対して、プローブデータは走行して

いる自動車のGPSからデータを取得するため、

自動車が走れる所ならば、理論上どこからで

もデータを得ることができる。これによりカ

ーナビ利用者が取得できる交通情報のエリア

が拡大するとともに、より正確な情報提供が

可能になる。

プローブデータを使ったサービスは、すで

にナビゲーションサービス事業者や大手自動

車メーカーが提供している。野村総合研究所

（以下、NRI）とユビークリンクも、首都圏の

タクシー会社と提携して、約12,000台のタク

シーからプローブデータを自動収集するイン

フラを整備している。（表 1参照）。

カーナビや携帯電話のナビゲーション画面

で、渋滞や混雑を示す赤やオレンジの矢印を

目にするが、プローブデータはこのような交

通情報の基になっており、われわれが気づか

ないうちに生活に溶け込んできている。

効果が高い道路行政への適用

表 1にも示したが、プローブデータは交通

情報のみならず道路計画や道路整備のための

調査にも有用である。

例えば、道路整備の前後で交通の状態がど

う改善されたかを検証するため、通常はデー

タ収集用のGPS機器を搭載した調査用車両を

走行させて区間の所要時間を計測する手法が

とられている。これを「プローブカー調査」

という。プローブカー調査は、調査会社が車

両を手配して調査員が車両を走らせて調査を

プローブデータを道路行政に活用する
―期待されるプローブデータの用途拡大―

自動車に搭載されたGPS（Global Positioning System）から得られるプローブデータ（移動軌

跡情報）は、カーナビゲーションや交通情報提供ですでに活用されているが、今後は道路の計

画・整備・管理など道路行政での活用も大いに期待される。本稿では、プローブデータ活用の

現状を紹介し、活用範囲の拡大に必要な条件や、さらなる活用の可能性について考察する。

トピックス
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行う。車両は調査ごとに手配され、調査対象

路線数が増加すればおのずと調査費用は膨ら

んでくる。このため、走行させる車両数は限

られ、通常は対象路線を 1～ 3回走行させて

速度データを取得し、その平均を代表値とし

て採用することが多い。

この調査の代替として、タクシーや自家用

車などの一般車両から収集するプローブデー

タを利用すれば、車両の種類による走行特性

の違いを考慮する必要はあるものの、有意な

検討に足る十分な数のデータを収集すること

が容易になる。NRIも、ある自治体の管理道

路全域の走行速度調査をプローブデータだけ

を使って実施した実績がある。

また、道路の危険個所や災害時の通行不能

個所をプローブデータで把握するといった利

用の仕方も考えられる。その実例として本田

技研工業（以下、ホンダ）のケースが 2つ公

開されている。

1つは、ホンダが自社のドライブ情報サー

ビスの会員から得られたプローブデータを埼

玉県に提供し、そのデータを基に道路の現況

の問題点を発見し、対策の効果検証に役立て

たケースである。このケースでは、急ブレー

キがどこで発生しているのかを特定するため

に一般車両のプローブデータが使われた。プ

ローブデータから見つかった急ブレーキの発

生個所を現地調査し、原因と思われる交差点

脇の街路樹を伐採するなどの安全対策を実施

した。この後、再度プローブデータに基づい

て検証したところ、急ブレーキの回数が激減

したことが分かったという。

もう 1つは、2007年の新潟県中越沖地震の

直後に、同じくホンダのドライブ情報サービ

スの会員が通行できた道路の情報をプローブ

データから収集したケースである。例えば、

すべての自動車がUターンして引き返してい

る地点は災害で通行できない状態だとデータ

から分析することができる。この情報をホン

ダのホームページ上で公開し、救援車両の移

動時間の短縮などに貢献できたという。

このようにプローブ交通情報は、カーナビ

の渋滞回避情報や所要時間予測の精度向上と

いう観点以外にも、道路行政や災害復興など

にも活用できることが実証されてきている。

今後、データの精度向上やカバレッジ（カ

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
Copyright © 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

野村総合研究所
情報技術本部
LPBプロジェクト部
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表１　プローブデータを活用した主なサービス 

用　途 

カーナビゲーション 

携帯ナビゲーション 

携帯ナビゲーション 

道路行政 

道路行政 

自家用車 

タクシー、自家用車など 

自家用車など 

自家用車 

タクシー 

トヨタ自動車、日産自動車、 
パイオニア、本田技研工業 

各社ナビゲーションサービスの利用者 

携帯ナビゲーションサービスの利用者 

携帯ナビゲーションサービスの利用者 

国土交通省、自治体など 

国土交通省、自治体など 

ユビークリンク 

ナビタイム・ジャパン 

本田技研工業 

野村総合研究所 

データ提供事業者 データ収集の対象 プローブ情報の提供先 
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バー範囲）の拡大、過

去データのデータベー

ス化などによりプロー

ブデータの活用がさら

に進めば、従来の調査

手法の効率化はもとよ

り、これまでコストや

調査手法の技術的な限

界などで実現できなか

った交通現況の面的な

把握も可能になるはず

である。

例えば図 1は、東京・新宿周辺の道路がど

のぐらいの速度で走行できるのかを表したも

のである。タクシーのプローブデータを取得

し、3カ月間のデータを基に平均速度を算出

し色分けして表示している。誌面の都合で色

を表現できないため分かりにくいかもしれな

いが、人や車が集まりやすい主要駅周辺にお

いて平均速度が低下していることが実際のデ

ータから確かめられる。

プローブデータのさらなる活用へ

これまで述べてきたように、プローブデー

タはナビゲーションだけでなくさまざまな目

的での活用が期待される（図 2参照）。そのた

めには、カバレッジ（カバー範囲）の拡大、

リアルタイム化、活用事例の蓄積という 3点

がポイントとなる。

中でもカバレッジの拡大は最も重要な課題

である。例えば道路行政に活用しようと思っ

ても、当該道路に関するデータがなければ自

らプローブカー調査をしなければならない。

その解決策として、自動車メーカーやナビゲ

ーション事業者など複数の事業者が別々に収

集しているプローブデータを 1つに集約すれ

ば、カバレッジを一気に拡大することができ

る。目的の路線や時間帯に絞ってデータを得

ることも、プローブデータを利用すれば容易

である。

リアルタイム化というのは、収集されたデ

ータを即時に処理して利用者に情報を配信す

ることである。これは、プローブデータを収

集して交通情報を提供している事業者からリ

アルタイムにデータを集約するインフラを整

備することで実現可能であろう。ナビゲーシ

ョンや交通情報の利用者にとって、情報はで

きるだけリアルタイムに近い形で提供される

特　集特　集

図１　NRIが保有するタクシープローブの1時間帯の路線別平均走行速度 
　　 （2009年9月～11月の平日19時台） 

0～15km/h 
15～30km/h 
30km/h～ 
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に越したことはない。

プローブデータを道路行政に利用した事例

があることは、自治体がホンダからデータの

提供を受けた話としてすでに述べたとおりで

ある。このような事例は今後、増えていくこ

とが確実と思われる。

中央省庁でも、民間事業者が保有するプロ

ーブデータを利用する動きが活発化している。

現在、内閣府をはじめとする 5つの省庁で、

「要素技術として確立されつつあるがその成果

を国民が享受できていない技術」について、

実証実験を通じて技術の成果を社会に還元す

ることを目的とした「社会還元加速プロジェ

クト」が進められている。2008年度の実施計

画にはプローブデータの活用に関する取り組

みが盛り込まれており、プローブデータの共

有化や相互利用の事例も増えていくことが期

待される。

2010年 9月～11月には「全国道路・街路交

通情勢調査」（道路交通センサス）が実施され

る予定である。この中の走行速度調査に試行

的に一般車両のプローブデータが採用される

ことになっている。

これらの取り組みをきっかけに、プローブ

データの活用事例がさらに増えていく可能性

は高い。こうした事例の蓄積によってプロー

ブデータの新たな価値が見出されることを期

待したい。 ■
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図２　プローブデータの活用範囲 

道路行政 交通管制 カーナビ 

プローブ交通情報 

携帯ナビ事業者 自動車メーカー 
ナビメーカー 

タクシー事業者 商業者 ヒト 

道路交通センサス 

アウトカム調査 

供用効果検証 エコドライブ診断 信号機制御 

交通渋滞対策 

防災・災害検知 

安心・安全 

災害時情報共有 

交通情報高度化 

安全対策 

パーソントリップ 

今後普及が見込まれる業務やサービス 

プローブデータの分析・加工によりさまざまな活用の道が開ける 

マイカー 
プローブ 

マイカー 
プローブ 

タクシー 
プローブ 

パーソン 
プローブ 

バス 
プローブ 

トラック 
プローブ 

プローブデータ収集・マップマッチング基盤 

2010年度に試験的に利用 

各事業者のデータを集約 



レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
Copyright © 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

22 2010年10月号

オープン化のメリットの裏にある弊害

システム基盤の構築が遅れると全体のシス

テム開発が遅れる。またシステム完成後のシ

ステム基盤の障害は、システムの全面停止な

どの大規模障害につながる。このようにシス

テム基盤はシステム全体の重要な土台である

ため、システム基盤のマネジメントは、本来

ユーザー企業自身が徹底するべきである。し

かし実際には、オープン化の進展がこれを困

難にしている。

オープン化のメリットは、特定のベンダー

に縛られずに最適な技術や製品を選択できる

ことである。ユーザー企業にとってはこのメ

リットを享受することが最善と考えられた。

しかし、オープン化の進展にともなって次々

に登場する最新の技術や製品をユーザー企業

が十分に理解して使いこなすことには無理が

あった。その結果として、ユーザー企業が逆

にベンダー依存を強め、システム部門のスキ

ルが低下したケースは少なくない。また、案

件ごとに異なった設計思想で構築された結果、

社内のシステム基盤がベンダーでさえ全体像

を把握できないほど複雑化してしまったケー

スも出てきた。

このように「システム部門のスキル低下」

と「システム基盤の複雑化」が進んだことで、

システム基盤全体に対する責任が不明確にな

っていることが、システム基盤にとっての大

きな問題点になっている。

システム基盤全体の責任組織が必要

システム開発プロジェクトにおいてシステ

ム基盤構築の全体を統括するユーザー企業の

組織を基盤PMOと呼ぶことにする。PMOの

役割の定義は企業ごとにさまざまと思われる

が、本稿でいう基盤PMOの役割は、システム

基盤全体として最適な構成・品質を決め、そ

れを実現することである（図 1参照）。

ベンダーは“個々の”システム基盤の構成

や品質に責任を持ち、ユーザー企業の基盤

PMOはシステム基盤“全体の”構成や品質に

責任を持つ。例えば、複数のシステム基盤上

で実行される一連のアプリケーション処理に

対して、性能や信頼性に最終的な責任を持つ

のが基盤PMOである。

基盤PMOの具体的な活動

システム基盤の構築フェーズにおいては、

基盤PMOの活動は大きく 3つに分類できる。

基盤PMOの重要な役割
―ユーザー企業が行うシステム基盤のマネジメント―

システム基盤はシステムの土台であり、システム全体の品質を左右する。そのためユーザー

企業はシステム基盤のマネジメントを徹底する必要があるが、スキルや人員の不足からベンダ

ー任せにしているケースは少なくない。本稿では、システム基盤を統括する組織としての基盤

PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）の重要性と、その役割について解説する。

トピックス
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（1）プロジェクト計画の策定

まずシステム基盤の現状を把握

する。その上で自社のビジネスの

特性に合ったシステム基盤のグラ

ンドデザインを描く。

自社の現状を考慮して、システ

ム基盤全体を対象としたプロジェ

クト計画を策定する。

（2）プロジェクト状況の可視化

プロジェクト状況（進捗や課題など）をど

のように可視化するか、現場をどのように支

援するかといった管理プロセスを確立する。

ただし、システム基盤領域ではアプリケーシ

ョン開発のような定量的な可視化手法は確立

されていない。そのため、過去の事例や経験

に基づいて管理プロセスを組み立てる必要が

ある。

（3）プロジェクト運営の支援

システム基盤全体の品質を向上させるため

の「システム基盤標準」を整備する。その際

には、これまでのように案件ごとに最適な技

術・製品を選ぶという考えを捨て、自社で使

い続ける技術・製品を大胆に絞り込む方がよ

い。それにより、技術・製品の選択が容易に

なり、設計・レビュー・テストなどが効率化

されることで、結果的に品質も向上する。

レビューは品質に責任を持つために不可欠

な作業である。スキルの高いレビュアーを現

場で確保できない場合は、基盤PMOが責任を

持ってレビュアーを選任する必要がある。さ

らに基盤PMOは、システム基盤がグランドデ

ザインやシステム基盤標準と整合性を持って

いるかを確認する。

アプリケーション開発など上流工程のメン

バーとのコミュニケーションも大切である。

各工程で協議すべき内容や協議の時期を決め、

協議する時には意見の整理も行う。

基盤PMOを支援するサービス

基盤PMOの重要性や役割について述べてき

たが、前述のように「システム部門のスキル

低下」と「システム基盤の複雑化」が進んだ

企業では基盤PMOを設置することが難しいの

は事実である。そこで野村総合研究所（NRI）

では、ユーザー企業の基盤PMO活動を支援す

るコンサルティングサービスを用意している。

マルチベンダー環境でのシステム基盤構築、

大規模システム開発でのプロジェクト管理実

績を生かして、ユーザー企業と一体となって

活動しながら、ユーザー企業が基盤PMO活動

を運営するための仕組みづくりと人材育成を

支援するサービスである。 ■
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野村総合研究所
システムコンサルティング事業本部
ITアーキテクチャーコンサルティング部
上級テクニカルエンジニア

山本雄一（やまもとゆういち）
専門は基盤評価・構想策定、IT調達、PMO

図１　基盤PMOの役割 
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魅力ある店舗づくり

野村総合研究所（NRI）は、2006年から欧

州のリテール金融サービスについて継続的に

調査を行っている。調査を開始した2006年当

時は、金融機関が店舗の効率化とコスト削減

のために、顧客が自ら操作する“セルフチャ

ネル”のサービスに力を入れていた時代であ

る。特に、インターネットバンキングに顧客

を誘導する取り組みを進めていた。その結果、

店舗数の削減は予定どおり実現されたが、そ

の一方で、セルフチャネルへの誘導が店舗へ

の来店を減らすという思わぬ結果を招くこと

になり、顧客との関係が薄くなることが問題

とされるようになった。そこで金融機関は、

顧客を呼び込むための“魅力ある店舗づくり”

に取り組みむようになっていった。

2007年の調査時には、他のサービス業を参

考に店舗のレイアウトを設計したり、金融以

外のサービスを店舗で提供したりする金融機

関が見られた。また、顧客がATMを利用する

ために店舗に立ち寄る機会を増やそうと、店

舗の外にあって24時間利用できることが基本

のATMを店舗内に設置する金融機関も出てき

た。ロンドンでは現在、大手金融機関を中心

に、ホテルのように明るく広々としたロビー

を持ち、コンシェルジュ（顧客のさまざまな

相談に乗る接客係）を置いている店舗も登場

している。

チャネル間連携によるサービスの本格化

2008年の調査時には、店舗やコールセンタ

ーなど複数のチャネル間で顧客の情報を連携

させ、個々の顧客のニーズに合ったサービス

を提案しようという取り組みが見られた。

こうしたサービスは、各チャネルで発生す

る顧客とのやり取りを一元的に参照できる仕

組みに支えられたものである。情報の連携は、

コールセンターや店舗のように人が直接応対

するチャネルから始められ、順次、ATMやイ

ンターネットバンキングなどの情報が反映さ

れるようになっていった。

2009年頃になると、店舗、ATM、インター

ネットを連携させたサービスが本格化してき

た。例えばATMの画面にローンの情報を表示

したり、ATMで操作した内容をインターネッ

トバンキングやモバイル端末の画面に反映し

たりするサービスや、モバイル端末でインタ

ーネットのプロモーション情報の詳細を確認

できるなどのサービスである。

欧州リテール金融の顧客視点のサービス
―流通・小売の顧客視点のサービスを導入―

欧州のリテール向け金融サービスの最近の傾向として、店舗やATM（現金自動預け払い機）、

インターネットという複数の顧客接点（チャネル）の情報を連携させ、顧客の利便性を向上さ

せたサービスを提供しようという動きが目立っている。本稿では、ここ数年の欧州の金融サー

ビスの動向を紹介し、顧客視点のサービス強化に向けた取り組みについて紹介する。

海外便り
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顧客が自ら操作するセルフチャネルは、個

人の認証が必要な場合が多いため、結果的に

特定顧客に向けたパーソナルなプロモーショ

ンを行うことが容易になる。特に、ATMはど

の場所で利用されたかを把握できるので、各

顧客に合わせた情報の提供を行う格好の媒体

になる。

新たな顧客チャネルの活用

2009年10月に調査を行った際には、インタ

ーネット上のサービスを銀行と顧客のコミュ

ニケーションに活用しようという新たな動き

が見られた。

欧州では、個人間の連絡に使われる手段と

して、これまでの電子メールに加えてSNS

（ソーシャルネットワーキングサービス）やツ

イッターなどが使われるケースが多くなって

いる。この動きは、企業と個人のコミュニケ

ーションにも拡大しており、すでに多くの企

業がSNSやツイッターにアカウントを持ち、

一般の消費者と双方向のコミュニケーション

を行っている。企業の目的は消費者の意向を

商品やサービスの開発などに反映させること

だが、消費者の側も、有益な情報源と思う企

業を登録しておけば、簡単に欲しい情報を得

られるだけでなく不要な情報を遮断できるメ

リットがある。

金融機関でこれらの新しいチャネルを用い

た具体的なサービスを提供している例はまだ

ないようだが、新しい顧客チャネルを利用す

る取り組みとしては、日本ではアメリカンフ

ァミリー生命保険会社の例がある。同社は自

社のマスコットキャラクターをSNS上に登場

させ、既存顧客以外のSNS参加者ともコミュ

ニケーションを図っている。欧州でも、スペ

インのある大手銀行は、インターネットを通

じた新たな個人向けサービスを開発するプロ

ジェクトを2009年に始めている。

顧客視点のサービス提供に向けて

英国では1990年代の後半に大手小売業者が

相次いで金融業に参入し、現在も金融サービ

スを提供している。金融機関においても、前

述したように小売業などをモデルに店舗レイ

アウトを設計したり、インターネットを活用

してパーソナルなプロモーションを実施した

りしている。

金融機関が流通・小売業の出身者を積極的

に雇用するケースや、米国の電子商取引シス

テムのベンダーや流通系の機器ベンダーが欧

州の金融機関に向けたシステムの提供に参入

する例も出てきている。

このように、ここ数年の欧州のリテール金

融サービスの特徴は、従来の金融機関の枠を

超えて、流通・小売業の顧客視点のサービス

を取り入れ、同時にそのためのシステム整備

を進めていることである。海外の金融機関の

日本への進出が進むなかで、日本の金融機関

もこうした取り組みをさらに進めていく必要

があると考えられる。 ■

NRIヨーロッパ
社長

五十嵐文雄（いがらしふみお）

専門は金融ビジネスの企画・調査
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NRI Web Site

■『 ITソリューション フロンティア』本誌記事およびバックナンバーは、野村総合研究所（以下、NRI）ホームページで閲覧
できます。
URL：http://www.nri.co.jp

■『 ITソリューション フロンティア』に関するご意見、ご要望などは、氏名・住所・連絡先を明記の上、下記あてにお送り
ください。
E-mail：it-solution@nri.co.jp

野村総合研究所
http://www.nri.co.jp

NRIグループと関連団体のWebサイト
NRIネットワークコミュニケーションズ http://www.nri-net.com

NRIセキュアテクノロジーズ http://www.nri-secure.co.jp

NRIサイバーパテント http://www.patent.ne.jp

野村総合研究所（香港）有限公司 http://www.nrihk.com

NRIデータi テック http://www.n-itech.com

NRIパシフィック http://www.nri.com

野村総合研究所（上海）有限公司 http://consulting.nri.com.cn

野村総合研究所（北京）有限公司
上海支店

http://beijing.nri.com.cn
http://shanghai.nri.com.cn

NRIシンガポール http://www.nrisg.com

NRI台北支店 http://www.nri.com.tw

ソリューション・サービス

マッチング・ポータルサービス

ナレッジ・ポータルサービス

NRIサイバーパテントデスク http://www.patent.ne.jp

台湾経済部と共同で、日本企業の台湾進出を支援日本企業台湾進出支援
「ジャパンデスク」

国内外の特許情報や主要企業の技術雑誌（技報）の検
索・閲覧サービス

情報収集、情報交換、商取引などの企業活動を総合的
に支援する企業間ネットワークサービス

B2Bポータルサイト
「BizMart」

http://www.bizmart.ne.jp

http://www.japandesk.com.tw

オブジェクトワークス http://works.nri.co.jp MVCモデルに基づくWebアプリケーション開発のため
のJ2EE準拠開発フレームワークの紹介

最先端のITに取り組む技術集団である情報技術本部の
活動内容や研究開発を紹介情報技術本部サイト http://www.nri-aitd.com

BESTWAY http://www.bestway.nri.co.jp 金融リテール投信ビジネスの“De-facto”スタンダード
システム。100社を超える金融機関が利用中

統合運用管理ソリューション
（Senju Family）

http://senjufamily.nri.co.jp NRIが培ったノウハウを結集した統合運用管理製品群。
企業の「ITサービスマネージメント」の最適化を実現

TRUE TELLER
（トゥルーテラー）

http://www.trueteller.net コールセンターからマーケティング部門まで、様々なビ
ジネスシーンで活用可能なテキストマイニングツール

インターネットリサーチ
NRIが戦略策定等のコンサルティングに際して独自に開
発したインターネットリサーチを企業向けに提供

TRUENAVI http://truenavi.net

（財）野村マネジメント・スクール http://www.nsam.or.jp

NRIソウル支店 http://www.nri-seoul.co.kr

ユビークリンク http://www.ubiqlink.co.jp

ナビゲーションサービス
携帯総合ナビサービス。世界初の携帯プローブ交通情報
で道案内も。NTTドコモ、au、ソフトバンクから提供中

携帯電話の総合ナビサービス
「全力案内！」（ユビークリンク）

http://www.z-an.com

NRI社会情報システム http://www.nri-social.co.jp

PCLifecycleSuite http://www.pcls.jp 企業内のPC運用コスト削減と品質向上を同時に実現す
る、PC運用管理の再構築サービス
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